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報告第６号 

　　　専決処分事項の承認について 

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和６年度吉

川市一般会計補正予算（第４号）について、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項

の規定により報告し、承認を求める。 

令和６年１２月２日提出 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉川市長　中原恵人 

理由 

　第５０回衆議院議員総選挙及び第２６回最高裁判所裁判官国民審査の執行に当たり、緊

急に予算措置する必要が生じたため、令和６年度吉川市一般会計補正予算（第４号）を専

決処分したものである。 
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　　　　　　専　決　処　分　書 

　次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より、専決処分する。 

　　　令和６年度吉川市一般会計補正予算（第４号）（別紙） 

　　令和６年１０月１日 

吉川市長　中原恵人 
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別紙 

　　　令和６年度吉川市一般会計補正予算（第４号） 

　令和６年度吉川市一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

　（歳入歳出予算の補正） 

第１条　既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３５，７９６千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２９，１６７，２５１千円とする。 

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。 
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 第１表　歳入歳出予算補正

 歳　入 (単位　千円)

16. 県支出金 2,038,573 33,474 2,072,047

3. 委託金 124,762 33,474 158,236

19. 繰入金 571,976 2,322 574,298

1. 基金繰入金 515,994 2,322 518,316

29,131,455 35,796 29,167,251

款 項 補正前の額 補 正 額 計

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計
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 歳　出 (単位　千円)

2. 総務費 2,983,230 35,796 3,019,026

4. 選挙費 1,544 35,796 37,340

29,131,455 35,796 29,167,251

款 項 補正前の額 補 正 額 計

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計
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7

 

 １　総　括

 歳　入 （単位　千円）

16. 県支出金 2,038,573 33,474 2,072,047

19. 繰入金 571,976 2,322 574,298

29,131,455 35,796 29,167,251

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補　正　額 計

歳　　入　　合　　計
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2. 総務費 2,983,230 35,796 3,019,026

29,131,455 35,796 29,167,251

 歳　出

歳　　　出　　　合　　　計

款 補正前の額 補　正　額 計
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（単位　千円）

33,474 2,322

33,474 2,322

補 正 額 の 財 源 内 訳

特　　　　　定　　　　　財　　　　　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源
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 ２　歳　入

(款)16.県支出金 (項) 3.委託金

 1. 総務費委託金 122,448 33,474 155,922

124,762 33,474 158,236

(款)19.繰入金 (項) 1.基金繰入金

 1. 財政調整基金繰入金 123,535 2,322 125,857

515,994 2,322 518,316

計

計

目 補正前の額 補　正　額 計
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（単位　千円）

 3. 選挙費委託金 33,474 衆議院議員選挙委託費交付金 33,474

 1. 財政調整基金繰入金 2,322 財政調整基金繰入金 2,322

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　明

19.繰入金
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 ３　歳　出

(款) 2.総務費 (項) 4.選挙費

 2. 衆議院議員 0 35,796 35,796 33,474 2,322

選挙費 県 (33,474)

1,544 35,796 37,340 33,474 2,322

補 正 額 の 財 源 内 訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他

計

目 補正前の額 補　正　額 計
一般財源
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（単位　千円）

 1. 報酬 3,833 10.衆議院議員選挙執行事業 35,796

 3. 職員手当等 9,252    1 報酬 3,833

 8. 旅費 45 　　　管理者等報酬 1,529

10. 需用費 2,221 　　　一般事務報酬 2,304

11. 役務費 2,738    3 職員手当等 9,252

12. 委託料 12,248 　　　時間外勤務手当 8,985

13. 使用料及び賃 236 　　　管理職員特別勤務手当 267

借料    8 旅費 45

17. 備品購入費 5,223 　　　費用弁償 45

  10 需用費 2,221

　　　消耗品費 756

　　　印刷製本費 100

　　　修繕料 890

　　　啓発品購入費 475

  11 役務費 2,738

　　　通信運搬費 2,738

  12 委託料 12,248

　　　警備委託料 97

　　　駅前自転車整理業務委託料 97

　　　選挙公報新聞折込委託料 183

　　　選挙啓発委託料 36

　　　会場設営業務委託料 1,361

　　　投票所誘導業務委託料 166

　　　電算処理委託料 6,299

　　　分類作業委託料 843

　　　ポスター掲示板設置業務委託料 3,166

  13 使用料及び賃借料 236

　　　駐車場使用料 10

　　　車借上料 139

　　　投票所等借上料 30

　　　物品借上料 57

  17 備品購入費 5,223

　　　選挙用備品購入費 5,223

節

説　　   明
区　　分 金   額

 2.総務費
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（単位　千円）

期末手当 その他の

年間支給率 手　　当

8,424

（4.50月分）

38,864

(4.50月分)

その他の
特 別 職

675 42,541 8,124 3,656 36 54,357 2,127 56,484

計 697 128,905 26,844 50,944 72 206,765 31,540 238,305

8,424

（4.50月分）

38,864

（4.50月分）

その他の
特 別 職

559 41,012 8,124 3,656 36 52,828 2,127 54,955

計 581 127,376 26,844 50,944 72 205,236 31,540 236,776

長 等

議 員

その他の
特 別 職

116 1,529 1,529 1,529

計 116 1,529 1,529 1,529

※ 長等とは市長及び副市長をいい、その他の特別職とは長等及び議員以外の特別職をいう

給 与 費 明 細 書

１．特　別　職

給　　　　　　与　　　　　　費

区 分
職員数

（人）
共済費 合　計 備　考

報　酬 給　料 計

補正後

長 等 2 18,720 36 27,180 4,541 31,721

議 員 20 86,364 125,228 24,872 150,100

補正前

長 等 2 18,720 36 27,180 4,541 31,721

議 員 20 86,364 125,228 24,872 150,100

比　較
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２．一　般　職

（１）　総　　　括 （単位　千円）

報　　酬 給　　料 職員手当 計

419人
(511人)

419人
(391人)

0人
(120人)

※（　　）内は短時間勤務職員で外書き

職員手当の内訳

給 与 費

区 分 補 正 後 補 正 前 比 較

扶 養 手 当 30,582 30,582 0

地 域 手 当 93,622 93,622 0

管 理 職 手 当 48,360 48,360 0

通 勤 手 当 32,808 32,808 0

住 居 手 当 40,339 40,339 0

期 末 手 当 432,008 432,008 0

勤 勉 手 当 355,891 355,891 0

時 間 外 勤 務 手 当 234,568 225,583 8,985

特 殊 勤 務 手 当 2,711 2,711 0

管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 1,156 889 267

区 分 職 員 数 共 済 費 合　　計 備　　考

補正 後 443,033 1,529,789 1,272,045 3,244,867 601,416 3,846,283

補正 前 440,729 1,529,789 1,262,793 3,233,311 601,416 3,834,727

比 較 2,304 0 9,252 11,556 0 11,556
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 　ア　会計年度任用職員以外の職員 （単位　千円）

報　　酬 給　　料 職員手当 計

402人
(2人)

402人
(2人)

0人
(0人)

※（　　）内は短時間勤務職員で外書き

職員手当の内訳

給 与 費

区 分 補 正 後 補 正 前 比 較

扶 養 手 当 30,582 30,582 0

地 域 手 当 88,852 88,852 0

管 理 職 手 当 48,360 48,360 0

通 勤 手 当 31,295 31,295 0

住 居 手 当 40,339 40,339 0

期 末 手 当 330,447 330,447 0

勤 勉 手 当 270,906 270,906 0

時 間 外 勤 務 手 当 233,290 224,305 8,985

特 殊 勤 務 手 当 2,711 2,711 0

管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 1,156 889 267

区 分 職 員 数 共 済 費 合　　計 備　　考

補正 後 1,450,070 1,077,938 2,528,008 505,090 3,033,098

補正 前 1,450,070 1,068,686 2,518,756 505,090 3,023,846

比 較 0 0 9,252 9,252 0 9,252
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 　イ　会計年度任用職員 （単位　千円）

報　　酬 給　　料 職員手当 計

17人
(509人)

17人
(389人)

0人
(120人)

※（　　）内は短時間勤務職員で外書き

職員手当の内訳

（２）　職員手当の増減額の明細

区　　分 増減額

千円

職 員 手 当 9,252 制度改正に

伴う増減分

その他の 9,252 〇会計年度任用職員以外の職員 9,252

増減分 〇会計年度任用職員 0

給 与 費

区 分 補 正 後 補 正 前 比 較

地 域 手 当 4,770 4,770 0

通 勤 手 当 1,513 1,513 0

期 末 手 当 101,561 101,561 0

勤 勉 手 当 84,985 84,985 0

時 間 外 勤 務 手 当 1,278 1,278 0

特 殊 勤 務 手 当 0

増減事由別内訳 説 明 備 考

区 分 職 員 数 共 済 費 合　　計 備　　考

補正 後 443,033 79,719 194,107 716,859 96,326 813,185

補正 前 440,729 79,719 194,107 714,555 96,326 810,881

比 較 2,304 0 0 2,304 0 2,304
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第６６号議案 

　　　吉川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正

する条例 

　吉川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２７年吉川市条例第

４号）の一部を次のように改正する。 

　次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に

改める。 

 

 

　　　附　則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 改正後 改正前

  

　（指定介護予防支援の業務の委託） 

第１３条　地域包括支援センターの設置者である

指定介護予防支援事業者は、法第１１５条の２

３第３項の規定により指定介護予防支援の一部

を委託する場合には、次に掲げる事項を遵守し

なければならない。 

　(1) 委託に当たっては、中立性及び公正性の確

保を図るため市が設置した介護福祉推進協議

会（介護保険法施行規則第１４０条の６６第

１号イに規定する地域包括支援センター運営

協議会をいう。）の議を経なければならない

こと。 

　(2)～(4)　略 

　

 

　（指定介護予防支援の業務の委託） 

第１３条　地域包括支援センターの設置者である

指定介護予防支援事業者は、法第１１５条の２

３第３項の規定により指定介護予防支援の一部

を委託する場合には、次に掲げる事項を遵守し

なければならない。 

　(1) 委託に当たっては、中立性及び公正性の確

保を図るため市が設置した介護福祉推進協議

会（介護保険法施行規則第１４０条の６６第

１号ロ(2)に規定する地域包括支援センター

運営協議会をいう。）の議を経なければなら

ないこと。 

　(2)～(4)　略 
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　　令和６年１２月２日提出 

吉川市長　中原恵人　　 

提案理由 

　介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）の一部改正に伴い、所要の改正を

したいので、この案を提出するものである。 
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第６７号議案 

　　　吉川市学童保育条例の一部を改正する条例 

　吉川市学童保育条例（昭和５２年吉川町条例第１号）の一部を次のように改正する。 

　次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に

改める。 

 

 

　　　附　則 

　この条例は、公布の日から施行する。 

　　令和６年１２月２日提出 

吉川市長　中原恵人　　 

提案理由 

　借用している土地を地権者に返還することに伴い、栄学童保育室の位置を変更したいの

で、この案を提出するものである。 

 

 改正後 改正前

  

別表（第１条関係） 

　

 

別表（第１条関係） 

　

 名称 位置

 略 

栄学童保育室 

略

略 

吉川市中央三丁目２６番地１ 

略

 名称 位置

 略 

栄学童保育室 

略

略 

吉川市中央三丁目２７番地１ 

略
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第６８号議案 

　　　吉川市総合体育館条例の一部を改正する条例 

　吉川市総合体育館条例（昭和５７年吉川町条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

　次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同

表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在する場合に

は、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない

場合には、当該改正後部分を加える。 

　次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を次の表の改正後の欄の表中太線で囲ま

れた部分に改める。 

 

 改正後 改正前

  

別表（第５条関係） 

・基本使用料 

 

別表（第５条関係） 

・基本使用料 

 施設名 区

分

使用料（夏

期以外の期

間）

使用料（夏

期）

略

 大

体

育

室

略 全面 略 ２ 時 間 　

２，４００

円

２ 時 間 　

４，０００

円

 〃 　 　 　

１，２００

円

〃 　 　 　

２，０００

円

 バ ス

ケ ッ

ト コ

ー ト

１面

〃 　 　 　

１，２００

円

〃 　 　 　

２，０００

円

 〃　　　 

６００円 

〃 　 　 　

１，０００

円

 施設名 

 

区

分

使用料 略

 大

体

育

室

略 全面 略 ２時間　１，２００円 

 

 〃　　　６００円 

 

 バ ス

ケ ッ

ト コ

ー ト

１面

〃　　　６００円 

 

 〃　　　３００円 
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  バ レ

ー コ

ー ト

１面

〃　　　 

８００円

〃 　 　 　

１，３００

円

 〃　　　 

４００円

〃　　　 

６００円

 バ ド

ミ ン

ト ン

コ ー

ト １

面

〃　　　 

４００円

〃　　　 

６００円

 〃　　　 

２００円

〃　　　 

３００円

 開 放

日

１回　２０

０円

１回　３０

０円

 〃　　１０

０円

〃　　１５

０円

 全面 ２時間 

７，２００

円

２時間　 

１３，６０

０円

 〃　　　 

１２，００

０円

〃　　　 

２２，８０

０円

 小体育室 〃 　 　 　

１，０００

円

〃 　 　 　

１，７００

円

 〃　　　 

５００円

〃　　　 

８００円

 １回　２０

０円

１回　３０

０円

 〃　　１０ 〃　　１５

 バ レ

ー コ

ー ト

１面

〃　　　４００円 

 

 〃　　　２００円 

 バ ド

ミ ン

ト ン

コ ー

ト １

面

〃　　　２００円 

 〃　　　１００円 

 開 放

日

１回　１００円 

 〃　　５０円 

 全面 ２時間　３，６００円 

 

 〃　　　６，０００円 

 

 小体育室 〃　　　５００円 

 

 〃　　　２５０円 

 １回　１００円 

 〃　　５０円 
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・割増使用料 

　備考 

　１及び２　略 

　３　夏期とは、７月１日から９月３０日まで

の期間をいう。 

　４　略 

　５　略 

　

・割増使用料 

　備考 

　１及び２　略 

 

 

　３　略 

　４　略 

　

 ０円 ０円

 第１・２武

道場

２時間　 

８００円

２時間 

１，３００

円

 〃　　　 

４００円

〃　　　 

６００円

 １回　２０

０円

１回　３０

０円

 〃　　１０

０円

〃　　１５

０円

 トレーニン

グ室

〃　　２０

０円

〃　　３０

０円

 〃　　１０

０円

〃　　１５

０円

 小会議室 

 

 

 

 

２

時

間

３００円

 略

 

 第１・２武

道場

２時間　４００円 

 

 〃　　　２００円 

 １回　１００円 

 〃　　５０円 

 トレーニン

グ室

〃　　１００円 

 〃　　５０円 

 大 会 議 室

（小体育室

兼）

２

時

間

５００円 

 小会議室 ２

時

間

１５０円

 略
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　　　附　則 

　（施行期日） 

１　この条例は、令和７年７月１日から施行する。 

　（経過措置） 

２　この条例の施行の日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。 

　　令和６年１２月２日提出 

吉川市長　中原恵人　　 

提案理由 

　総合体育館における空調設備の設置に伴い、使用料の見直しをしたいので、この案を提

出するものである。 
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第６９号議案 

　　　吉川市立小・中学校体育施設開放に関する使用料条例の一部を改正する条例 

　吉川市立小・中学校体育施設開放に関する使用料条例（平成１７年吉川市条例第３１号）

の一部を次のように改正する。 

　次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同

表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在する場合に

は、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない

場合には、当該改正後部分を加える。 

　次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を次の表の改正後の欄の表中太線で囲ま

れた部分に改める。 

 

 

 改正後 改正前

  

別表（第５条関係） 

　備考 

　　１　略 

　　２　夏期とは、７月１日から９月３０日まで

の期間をいう。 

　　３　略 

　

 

別表（第５条関係） 

　備考 

　　１　略 

 

 

　　２　略 

　

 施設の

名称

区分 使用料（夏期

以外の期間）

１時間単位

使用料（夏

期）１時間

単位

 体 育

館・武

道場

一般 ６００円 １，０００

円

 児童・

生徒

３００円 ５００円

 略

 施設の

名称 

区分 使用料１時間単位（円）

 体 育

館・武

道場

一般 ２００円

 児童・

生徒

１００円

 略
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　　　附　則 

　（施行期日） 

１　この条例は、令和７年７月１日から施行する。 

　（経過措置） 

２　この条例の施行の日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。 

　　令和６年１２月２日提出 

吉川市長　中原恵人　　 

提案理由 

　小中学校体育館及び武道場における空調設備の設置に伴い、使用料の見直しをしたいの

で、この案を提出するものである。 
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第７０号議案 

　　　吉川市立小・中学校校庭夜間照明施設使用料条例の一部を改正する条例 

　吉川市立小・中学校校庭夜間照明施設使用料条例（平成２年吉川町条例第６号）の一部

を次のように改正する。 

　次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を次の表の改正後の欄の表中太線で囲ま

れた部分に改める。 

 

 

　　　附　則 

この条例は、公布の日から施行する。 

　　令和６年１２月２日提出 

吉川市長　中原恵人　　 

提案理由 

　小中学校校庭の夜間照明施設の使用料について、現状の利用実態に合わせ見直しをした

いので、この案を提出するものである。 

 

 

 改正後 改正前

  

別表（第２条関係） 

　

 

別表（第２条関係） 

　

 照明施設使用料 ２時間につき１，０００

円とする。

 ３時間につき１，５００

円とする。

 照明施設使用料 ２時間につき１，０００

円とする。 
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第７１号議案 

　　　指定管理者の指定について 

　次のとおり指定管理者を指定することについて議決を求める。 

１　公の施設の名称　　吉川市民交流センターおあしす、吉川市立図書館及び吉川市視聴

覚ライブラリー 

２　指定管理者として指定するもの　　次に掲げる法人の共同事業体 

　(1) 主たる事務所の所在地　東京都中央区銀座四丁目１２番１５号 

　　　名 称　株式会社オーエンス 

　　　代 表 者 職 氏 名　代表取締役　大木一雄 

　(2) 主たる事務所の所在地　東京都文京区大塚三丁目１番１号 

　　　名 称　株式会社図書館流通センター 

　　　代 表 者 職 氏 名　代表取締役　谷一文子 

　(3) 主たる事務所の所在地　埼玉県さいたま市浦和区常盤２丁目９番１０号 

　　　名 称　アイル・コーポレーション株式会社 

　　　代 表 者 職 氏 名　代表取締役　町田哲雄 

３　指定の期間　　令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

　　令和６年１２月２日提出 

吉川市長　中原恵人　　 

提案理由 

　吉川市民交流センターおあしす、吉川市立図書館及び吉川市視聴覚ライブラリーの指定

管理者である株式会社オーエンス、株式会社図書館流通センター及びアイル・コーポレー

ション株式会社の共同事業体の指定の期間が令和７年３月３１日をもって満了となるため、

令和７年４月１日からの指定管理者として同共同事業体を指定したいので、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、この案を提出するもの

である。 
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第７２号議案 

≪≪欠番≫≫ 
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第７３号議案 

　　　工事請負契約の締結について 

　次のとおり工事請負契約を締結することについて議決を求める。 

１　工 事 名　　準用河川上第二大場川改修工事（Ｒ６－１） 

２　工事場所　　吉川市大字高久地内 

３　工　　期　　契約締結日から令和７年３月３１日まで 

４　請負金額　　１４９，０５０，０００円 

５　受 注 者　　住　　　　所　埼玉県吉川市栄町１４３２番地２ 

　　　　　　　　氏名又は名称　名倉建設株式会社 

　　　　　　　　代表者職氏名　代表取締役　名倉泰史 

　　令和６年１２月２日提出 

吉川市長　中原恵人　　 

提案理由 

　準用河川上第二大場川改修工事（Ｒ６－１）の請負契約を締結したいので、吉川市議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年吉川町条例第６

号）第２条の規定により、この案を提出するものである。 
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第７４号議案 

　　　工事請負契約の変更契約の締結について 

　次のとおり工事請負契約の変更契約を締結することについて議決を求める。 

１　工 事 名　　吉川市総合体育館長寿命化改修工事（建築） 

２　工事場所　　吉川市上笹塚一丁目５８番地１ 

３　工　　期　　契約締結日から令和７年３月２１日まで 

４　請負金額　　変更前　３９９，９６０，０００円 

　　　　　　　　変更後　４１８，６６０，０００円 

５　受 注 者　　住　　　　所　埼玉県さいたま市浦和区常盤１０丁目１６番２３号 

　　　　　　　　氏名又は名称　株式会社田中工務店 

　　　　　　　　代表者職氏名　代表取締役社長　田中一成 

　　令和６年１２月２日提出 

吉川市長　中原恵人 

提案理由 

令和６年６月１１日付けで効力が発生した吉川市総合体育館長寿命化改修工事（建築）

の請負契約について、軒樋の防水改修工事並びに排煙窓及び扉の改修工事を追加するとと

もに、既存花壇の撤去及びスロープ拡張に伴う増工をすることから、請負金額の変更をし

たいので、吉川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和

３９年吉川町条例第６号）第２条の規定により、この案を提出するものである。 
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第７５号議案 

　　　市道の路線廃止及び認定について 

　次のとおり市道の路線廃止及び路線認定をすることについて議決を求める。 

１　路線廃止 

 

２　路線認定 

 路　線　名 起　点 終　点

 １－３７９ 大字川藤字榎戸２６８番地先 大字川藤字古川４２２３番地先

 １－３８４ 大字川藤字榎戸３０９番地先 大字川藤字古川４１８９番地先

 １－３８８ 大字川藤字榎戸３７０番地先 大字川藤字榎戸３８４番地先

 １－６５４ 大字川藤字榎戸３３７番１地先 大字須賀字下河原４５７番１地先

 １－６５５ 大字川藤字古川４１８９番５地先 大字川藤字古川４１８９番５地先

 １－４１２ 大字上内川字下根通１１６２番地先 大字上内川字下根通１１４４番地先

 １－５８８ 大字上内川字下根通１１７９番地先 大字上内川字下根通１１８０番地先

 １－８２０ 大字上内川字下根通１１５３番地先 大字上内川字下根通１５９９番地先

 
３－３１９

大字平方新田字江戸川通１４５８番

地先

大字平方新田字江戸川通１０７９番

地先

 
３－１２０２

大字深井新田字宿道上２００８番地

先

大字深井新田字宿道上２００５番地

先

 
３－２０１ 大字鍋小路字堤外３５９番地先

大字深井新田字宿道上２００６番地

先

 
３－３０１

大字深井新田字宿道上２０３４番地

先

大字深井新田字宿道上２３８６番１

地先

 路　線　名 起　点 終　点

 １－３７９ 大字川藤字古川４２３１番４地先 大字川藤字榎戸４８０番１地先

 １－３８４ 大字川藤字榎戸３８５番８地先 大字川藤字榎戸４００番１地先

 １－３８８ 大字川藤字古川４２０９番１０地先 大字川藤字古川４２０９番６地先

 １－６５４ 大字須賀字下川原７７番４地先 大字須賀字下川原４５７番１地先

 １－６６０ 大字川藤字古川４１８９番３地先 大字川藤字榎戸４８０番１地先
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令和６年１２月２日提出 

吉川市長　中原恵人 

提案理由 

国土交通省の国道４号東埼玉道路整備事業、江戸川堤防強化対策事業及び吉川市鍋小

路地区河川防災ステーション整備事業に伴う既設市道の路線廃止及び認定をしたいので、

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項及び第１０条第３項の規定により、こ

の案を提出するものである。 

 

 

 
１－４１２

大字上内川字下根通１１６０番１地

先
大字上内川字下根通１１４４番地先

 
１－８２０

大字上内川字下根通１７０３番１地

先

大字上内川字下根通１１５４番４地

先

 
１－１０２２ 大字上内川字下根通１１４９番地先

大字上内川字下根通１５９９番１地

先

 
３－３１９

大字平方新田字江戸川通１４５８番

地先

大字平方新田字江戸川通１０８０番

１地先

 
３－２０１ 大字鍋小路字蛇畔３２７番２地先

大字深井新田字宿道上２００５番地

先

 
３－３０１

大字深井新田字宿道上２０３１番２

地先

大字深井新田字宿道上２３８６番１

地先

 ３－２２１ 大字鍋小路字蛇畔２０１番５地先 大字鍋小路字蛇畔３３７番２地先



34

第７６号議案 

　　　教育委員会委員の任命について 

　教育委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。 

　　　住　　所　○○○○○○○ 

　　　氏　　名　塩入英明 

　　　生年月日　○○○○○○○ 

　　令和６年１２月２日提出 

吉川市長　中原恵人　　 

提案理由 

　教育委員会委員の中島新太郎氏が令和６年１２月２２日をもって任期満了となるため、

その後任に塩入英明氏を任命することについて同意を得たいので、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定により、この案を

提出するものである。 
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経　歴　書 

 

氏　　名　塩入英明 

生年月日　○○○○○○○ 

住　　所　○○○○○○○ 

最終学歴　○○○○○○○ 

経　　歴　 

昭和５８年　４月から 

○○○○○○○ 

平成１４年　９月まで 

 

平成１４年１０月から 

○○○○○○○ 

　現在に至る 

 

平成２９年　６月　　　　○○○○○○○ 

 

令和　３年　６月から  

吉川市障がい者の地域での生活を考える検討会議委員 

（現在副委員長） 

現在に至る 

 

令和　４年１０月から  

吉川市産業振興会議委員 

現在に至る 

 

令和　５年　４月から  

よしかわ観光協会理事 

現在に至る 

 

令和　６年　４月から  

吉川市商工会工業部会幹事 

　現在に至る 
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第７７号議案 

　　　固定資産評価審査委員会委員の選任について 

　固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任することについて同意を求める。 

　　　住　　所　○○○○○○○ 

　　　氏　　名　中村利昭 

　　　生年月日　○○○○○○○ 

　　令和６年１２月２日提出 

吉川市長　中原恵人　　 

提案理由 

　固定資産評価審査委員会委員の茂木伸一氏が令和６年１２月２０日をもって任期満了と

なるため、その後任に中村利昭氏を選任することについて同意を得たいので、地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により、この案を提出するもので

ある。 
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経　歴　書 

 

氏　　名　中村利昭 

生年月日　○○○○○○○ 

住　　所　○○○○○○○ 

最終学歴　○○○○○○○ 

経　　歴 

　平成　４年　４月から 

　　　　　　　　　　　　　○○○○○○○ 

　平成　６年　２月まで 

 

　平成　６年　６月から 

　　　　　　　　　　　　　○○○○○○○ 

　平成１４年１２月まで 

 

　平成１５年　１月から 

　　　　　　　　　　　　　○○○○○○○ 

　現在に至る 


